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市場価格として適切な価格
市場価格より多少安くてもよい
売却にかかる費用を差し引いて、多少のお金が残る程度でよい
手放せるのであれば価格は問わない
その他
無回答

□目的

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の基本理念や「第2次空家等対策計画」の諸施
策を踏まえながら、本市がこれまで取り組んできた空き家対策を見直し、さらに実効性のあ
るものとすることにより、空き家対策を一層推進することを目的としています。

●「空き家実態調査」の結果（令和6年度実施）

□現状

（単位：戸）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 未判定 計

令和元年度 1,431 704 65 36 136 2,372
令和６年度 2,124 315 54 48 46 2,587
増減 693 △389 △11 12 △90 215

良 悪

１ 空き家対策についての意識啓発
２ 空き家の除却や適切な管理の促進
３ 空き家や空き家の跡地の利活用の促進
４ 空き家に関する相談環境の整備

１ 空き家の発生予防と適切な管理
２ 危険な空き家の除却
３ 空き家を活用した地域づくり

□課題

第１章 目的と位置づけ

第２章 現状と課題

第３章 基本的な方針

9.2%

8.6%

39.5%

12.8%

13.7%

58.9%

11.1%

その他

利活用したくない又はできない

解体したい

貸したい

寄付・贈与したい

売りたい

将来、自分又は親族が居住等する

今後の建物の利活用（760名対象複数回答） 売却価格について（448名対象）

●「空き家意向調査」の結果（令和6年度～令和7年度実施）

防府市土木都市建設部都市計画課



新旧対照表（具体的な施策の内容）

具体的な施策
具体的な施策の内容

２次計画 ３次計画（案）

空
き
家
の
発
生
予
防
と
適
切
な
管
理

１ 啓発
市広報、市ＨＰなどの利用 （１）市広報や市ホームページなどを利用した

情報発信
相続に関する啓発 （２）相続に関する啓発

２ 状況の把握

空き家実態調査の実施 （１）空き家の継続的な調査の実施
所有者等への意向調査の実施 （２）所有者等への意向調査の実施
市民等からの情報提供 （３）市民等からの情報提供
法や条例に基づく立入調査等の
実施 （４）法や条例に基づく立入調査等の実施

データベースの整備及び庁内の
情報共有

（５）空き家データベースの整備及び庁内の情
報共有

３ 相談窓口

市役所空き家総合窓口の設置及
び庁内体制の強化

（１）空き家総合窓口の設置及び庁内体制の強
化

専門家団体等による相談窓口の
充実 （２）専門家団体等による相談窓口の充実

空き家に関するセミナーの開催 （３）空き家に関するセミナーの開催
（４）【新規】空家等管理活用支援法人

４ 適切な管理

所有者等への助言等 （１）所有者等への助言等
危険防止のための支援 （２）危険防止のための支援
管理サービスを行う団体等との
連携

（３）管理サービスを行う団体等との連携

５ 管理不全空家等への
対処

（１）【新規】認定
（２）【新規】措置

危
険
な
空
き
家
の
除
却

６ 除却
空き家の解体の促進 （１）空き家の解体促進
固定資産税及び都市計画税の負
担軽減

７ 関係法令との連携
関係法令による指導等 （１）関係法令による指導等
相続財産管理人制度等の活用 （２）財産管理人制度の活用

８ 特定空家等への対処

特定空家等の認定 （１）認定
特定空家等の措置 （２）措置
代執行の実施 （３）代執行
緊急時の措置 （４）緊急時の措置

空
き
家
を
活
用
し
た
地
域
づ
く
り

９ 地域づくり
居住環境の向上を目指した取組 （１）居住環境の向上を目指した取組

（２）【新規】地域づくりを目指した取組

10 利活用の促進

公益的利用の促進 （１）公益的利活用の促進
空き家バンクの活用 （２）空き家バンクの活用
空き家の改修の促進 （３）空き家の改修の促進
空き家の流通促進 （４）流通の促進

空き家の発生を抑制するための
特例措置（譲渡所得３,０００万
円特別控除）

（５）空き家の発生抑制を目的とした税法上の
特例措置（譲渡所得の特別控除制度）

第４章 具体的な施策



目標値の設定
2次計画 3次計画（案）

基本的な方針 目標指数 現状
R元年度

目標
R7年度 目標指数

現状
R3～6年
度平均

目標
R8～12年
度
平均

「空き家の発生予防
と適切な管理」

空き家無料相
談利用者数 28人 50人

空き家無料相談、
空き家セミナー、
個別相談会参加
者数

約50人 100人

「危険な空き家の
除却」

空き家解体費
補助事業によ
る除却件数

9件 25件
危険空き家等解
体費補助金によ
る解体件数

約34件 40件

「空き家を活用した
地域づくり」

居住環境再生
事業実施件数 0件 早期実

施

地域づくりを目
指した取組の活
用件数

― 1件

９ 地域づくり

(2)地域づくりを目指した取組

３ 相談窓口
(4)空家等管理活用支援法人

５ 管理不全空家等への対処

(1)認定

(2)措置

空き家に関する相談のうち市が解決困難な
案件について、支援法人に引継ぎ、各分野
の専門家の連携により問題を解決

そのまま放置すれば特定空家等に該当する
こととなる空き家を管理不全空家等に認定
し、必要な対策を講じる

空き家や空き家跡地を、地域が公共目的で

活用する取組を支援

新規施策の概要

第5章 計画の推進及び評価


